
一
七
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
海
賊
問
題
と
琉
球

一
　

研
究
史

の
課
題
と
視
点

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
海
賊
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に

多
く
の
研
究
が
あ
る
。
中
世
の
国
際
交
流
史

の
分
野
で
は
中
村
栄

孝
、
佐
久
間
重
男
、
田
中
健
夫
の
諸
氏
を
は
じ
め
、
先
学
に
よ
る

「倭
寇
」
研
究
の
重
厚
な
成
果
が
あ
り
、
さ
ら
に
日
本
国
内
の
海
賊

に
つ
い
て
は
瀬
戸
内
海

。
四
国

・
九
州
を
中
心
に
水
軍
関
係
史
料
の

調
査
に
先
駆
的
に
取
り
組
ん
だ
長
沼
賢
海
氏
の

『日
本
の
海
賊
』

（至
文
堂
、　
一
九
五
五
年
）
等
、
多
く
の
論
考
が
あ
る
。
近
年

で
は

村
井
章
介
氏
の
業
績

『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』
（校
倉
書
房
、

一
九
八
八
年
）
を
は
じ
め
、
長
節
子
、
佐
伯
弘
次
、
関
周

一
、
高
橋

公
明
、
橋
本
雄
、
藤
田
明
良
、
米
谷
均
氏
ら
に
よ
る
優
れ
た
研
究
成

真
栄
平
　
一房
　
昭

果
が
次
々
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
、　
一
四

～

一
六
世
紀
に
お
け
る

「中
世
」
の
海
賊
が
主
な
研
究
対
象
と
さ
れ

て
き
た
。
そ
れ
に
比
べ
て

一
七
世
紀
以
降
、
い
わ
ゆ
る

「近
世
」
の

海
賊
史
研
究
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
で
は
、
海
賊

の
活
動
は
、
果
た
し
て
中
世
の
終
焉
と
と
も
に
歴
史
の
幕
を
完
全
に

閉
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
の
対
外
政
策
に
目
を
転
じ
る
と
、
洪
武
帝
は
九
州
を
拠
点
と
す

る
懐
良
親
王
を

「日
本
国
王
」
と
し
て
遇
し
、
そ
の
見
返
り
に

「倭

寇
禁
圧
」
を
求
め
た
が
、
成
功
し
な
か
っ
た
。
や
が
て
室
町
幕
府
の

実
権
を
握

っ
た
足
利
義
満
に
明
は
勘
合
符
を
与
え
、
貿
易
を
認
め
る

代
わ
り
に
倭
寇
の
取
り
締
ま
り
を
強
く
求
め
た
が
、
こ
れ
も
十
分
な

成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
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天
正

一
六

（
一
五
八
八
）
年
七
月
八
日
、
全
国
統

一
を
め
ざ
し
て

い
た
豊
臣
政
権
は
有
名
な
刀
狩
令
と
と
も
に
海
賊
停
止
令
を
発
布
し

た
。
通
称
、
「海
の
刀
狩
令
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
法
令
は
、
日
本

人
に
よ
る
海
賊
行
為
を
禁
じ
、
海
上
武
装
勢
力
の
活
動
を
封
じ
込
め

る
狙
い
が
あ

っ
た
。
豊
臣
政
権
に
と
っ
て
海
賊
停
止
令
の
貫
徹
は
、

海
民
の
掌
握
を
め
ざ
す
国
内
政
策
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
海
の
支

配
権
＝
海
の
平
和
令
に
も
と
づ
き
、
い
っ
さ
い
の
東
ア
ジ
ア
外
交
の

基
礎
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
列
島
の
周

辺
で
は
海
賊
活
動
が
し
だ
い
に
沈
静
化
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ア
ジ
ア
海
域
に
眼
を
向
け
る
と
、
海
賊
の
動
き
が

一
七
世
紀
以
降
も

相
変
わ
ら
ず
断
続
的
に
続
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
活
動
範
囲
は
、
中
国
の
南
部
沿
海
、
台
湾
、
南
シ
ナ
海
の
ベ
ト
ナ

ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
含
む
広
い
海
域
に
拡
が

っ
て
い
た
。

研
究
史
上
な
お
不
明
の
点
が
多
い
一
七
世
紀
以
降
の
東
ア
ジ
ア
の

海
賊
動
向
を
探
る

一
環
と
し
て
、
本
稿
で
は
幕
藩
制
国
家
の
対
外
政

策
に
お
け
る
琉
球
船
の

「保
護
」
問
題
、
琉
球
船
の
被
害
状
況
な
ど

に
焦
点
を
絞

っ
て
、
具
体
的
な
考
察
を
試
み
た
い
。
な
お
、
中
国
史

料
で
は

「倭
寇
」
と
い
う
呼
称
の
ほ
か
に

「海
盗
」、
「海
寇
」
、
「洋

匪
」
、
「洋
盗
」、
「夷
匪
」
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
記
が
み
ら
れ
る
が
、

以
下
の
叙
述
で
は
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
原
則
的
に

「海
賊
」
と

称
す
る
。
ま
た
、
そ
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
①

「海
上
に
お
い
て
暴

力
的
行
為
に
よ
っ
て
通
交
の
安
全
を
脅
か
し
、
略
奪

・
寇
盗
や
密
貿

易
等
の
不
法
行
為
を
す
る
私
的
な
集
団
を
い
う
」
■
日
本
史
大
事
典
』

平
凡
社
）。
②

「海
洋
上
あ
る
い
は
沿
海
地
帯
に
出
没
す
る
盗
賊
」
、

「海
上
あ
る
い
は
海
岸
で
財
物
を
強
奪
し
、
非
合
法
の
暴
力
的
活
動

を
行
う
人
間
」
「
漢
語
大
詞
典
』
上
海

。
漢
語
大
詞
典
出
版
社
）
と
い

う

一
般
的
定
義
に
し
た
が
う
。

一
一　
オ
ラ
ン
ダ
船

の
海
賊
行
為
と
安
全
保
障

大
航
海
時
代
を
リ
ー
ド
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ス
ペ
イ
ン
に
続
い
て

東
ア
ジ
ア
に
進
出
し
た
オ
ラ
ン
ダ
は
、
台
湾
や
日
本
の
平
戸
商
館
を

（３
）

拠
点
と
し
て
通
商
活
動
を
展
開
し
た
。
加
藤
栄

一
氏
の
研
究
に
よ
れ

ば
、
オ
ラ
ン
ダ
船
に
と
っ
て
敵
対
国
の
船
の
積
荷
を
掠
奪
す
る
海
賊

行
為
は
重
要
な
任
務
で
あ
り
、
平
戸
商
館
の
扱
う
貨
物
類
の
多
く
は

海
上
で
の
略
奪
品
で
あ
っ
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
、　
三
ハ
一
七
年
の

ズ
ヴ
ァ
ル
テ
ン
ｏ
レ
ー
ウ
号
の
パ
タ
ニ
・
バ
ン
タ
ン
向
け
の
積
荷
総

額
の
約
九
六
％
、　
三
ハ
一
八
年
の
ア
ウ
エ
・
ゾ
ン
ネ
号
の
約
六
二
％

が
、
海
賊
行
為
の

「捕
獲
品
」
で
占
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
略
奪
貨

物
の
平
戸

へ
の
搬
入
お
よ
び
転
送
に
よ
っ
て
平
戸
商
館
の
貿
易
額
は

増
加
し
た
と
い
わ
れ
る
。

3ア



一
六
二
〇
年

一
二
月
、
平
戸
に
お
い
て

「英
蘭
防
禦
同
盟
」
が
結

成
さ
れ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
両
国
は
敵
対
勢
力
で
あ
る
ス

ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
さ
ら
に
中
国
の
貿
易
船
を
ね
ら

っ
て
攻
撃

す
る
よ
う
に
な
り
、
海
賊
の
脅
威
は
ピ
ー
ク
に
達
し
た
。

こ
う
し
た
危
険
に
満
ち
た
状
況
下
で
、
東
シ
ナ
海
を
航
行
す
る
琉

球
船
も
オ
ラ
ン
ダ
船
の
海
賊
行
為
の
対
象
と
し
て
掠
奪
を
う
け
る
怖

れ
が
あ

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
琉
球
船
と
中
国
船
は
同
じ
ジ
ャ
ン
ク

型
に
属
す
る
た
め
に
攻
撃
目
標
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
掠
奪
の
危
険

を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
琉
球
で
は
薩
摩
藩
を
介
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
商

館
か
ら
安
全
保
障
の
目
印
と
な
る
旗
と
通
行
許
可
証
を
発
給
さ
れ

た
。
そ
れ
を
携
帯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
琉
球
船
は
オ
ラ
ン
ダ
船
の

襲
撃
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。　
三
ハ
三
六
年
九
月
の

『平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
日
記
』
に
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
み
え

２つ
。

会
社
の
た
め
樟
脳
を
手
に
入
れ
る
様
、
昨
年
及
び
今
年
、
薩
摩

に
遣
わ
し
た
日
本
人
の
召
使
か
ら
、
上
級
商
務
員
カ
ロ
ン
の
、

同
地
の
二
人
の
奉
行
宛
の
手
紙
に
つ
い
て
、
次
の
返
事
を
得

た
。
（中
略
）

こ
の
召
使
市
左
衛
門
殿
は
報
告
し
た
。
昨
年
、
彼
等

（薩
摩
の

奉
行
）
が
そ
の
た
め
に
通
航
許
可
書
と
旗
と
を
求
め
た
ジ
ャ
ン

ク
船
は
、
千
ピ
コ
ル
の
生
糸
を
持

っ
て
無
事
に
シ
ナ
か
ら
琉
球

に
到
着
し
た
。
そ
こ
で
こ
の

（薩
摩
の
）
奉
行
は
非
常

に
満
足

し
、
近
日
中
に
使
者
を
平
戸
に
送
る
つ
も
り
で
あ
る
、
と
語

っ

た
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
も
う

一
通
の
通
航
許
可
書
と
旗
を
要
求
す
る

た
め
で
あ
る
。

こ
の
記
事
か
ら
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
発
行
す
る

「通
航
許
可
書
」

や

「旗
」
は
、
琉
球
船
に
と
っ
て
も
安
全
確
保
の
手
段
で
あ

っ
た
こ

と
が
理
解
で
き
る
。
当
時
の
琉
球
船
は
中
国
産
の
生
糸
を
多
く
輸
入

し
た
の
で

「御
糸
船
」
と
も
呼
ば
れ
た
が
、
海
上
で
オ
ラ
ン
ダ
船
に

遭
遇
し
た
際
、
そ
の
通
航
許
可
書
や
旗
を
提
示
す
れ
ば
、
積
荷
の
掠

奪
な
ど
を
受
け
る
こ
と
な
く
安
全
に
航
行
で
き
た
。
つ
ま
り
、
海
上

に
お
け
る
敵

・
味
方
の
識
別
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
「近
日
中
に
使
者
を
平
戸
に
送
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
い
う

薩
摩
奉
行
の
意
向
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
琉
球
使
節
二
名
が
上
方

へ

赴
く
途
中
で
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
訪
れ
、
ク
ー
ケ
バ
ッ
ケ
ル
商
館

長
と
面
談
し
て
い
る

（『商
館
日
記
』

一
六
三
七
年
四
月
四
日
条
）。

こ
の
よ
う
に
オ
ラ
ン
ダ
の
旗
や
通
航
許
可
書
を
携
帯
し
た
例
は
、

琉
球
船
に
限
ら
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
に
渡
航
し
た
日
本
の
朱
印
船
な
ど

も
早
く
か
ら
同
じ
よ
う
な
慣
行
で
あ

っ
た
。
岩
生
成

一
氏
に
よ
れ



ば
、
「朱
印
船
が
大
洋
航
海
中
に
外
船
に
会

っ
た
場
合
、
遠
距
離
か

ら
互
い
に
船
種
も
船
籍
も
国
籍
も
識
別
し
難
い
の
で
、
ま
ず
、
こ
の

旗
に
よ
っ
て
こ
れ
を
知
ら
せ
、
そ
の
拿
捕
砲
撃
を
避
け
て
、
し
か
る

後
、
前
述
の
よ
う
に
停
船
し
て
、
先
方
か
ら
臨
検
に
来
船
し
た
係
員

に
朱
印
状
や
紹
介
状
を
提
示
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
朱
印
船

（
の
珊
長

ら
が
進
ん
で
自
ら
外
船
に
赴
い
て
、
こ
れ
を
提
示
し
た
」
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
方
式
を
琉
球
船
も
踏
襲
し
、
オ
ラ
ン
グ
の
旗
と
通
航

証
を
携
帯
し
た
と
み
て
間
違
い
な
い
。
当
時
の
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け

る
海
賊
紛
争
の
多
発
が
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
海
事
慣
行
を
生
み
だ
す
契

機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
制
海
権
を
に
ぎ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
旗

を
掲
げ
、
そ
の
襲
撃
を
未
然
に
回
避
す
る
こ
の
紛
争
回
避
法
の
有
効

性
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
琉
球
船
が
オ
ラ
ン
ダ
船
に
襲
わ
れ
た
ケ
ー

ス
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
方
法
が
少
な
く
と
も

一
七

世
紀
後
半
に
い
た
る
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
は
、
寛
紋
壕
年

（
王
ハ

六
六
）

一
〇
月
の
琉
球
王
府
の
文
書
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

一
、
阿
蘭
陀
旗
之
儀
、
前
々
渡
海
之
刻
、
海
上
用
心

二
持
渡
候

処
、
琉
球
無
之
候
間
、
此
節
申
請
可
被
下
之
由
、
小
橋
川
上
江

州
よ
り
吉
兵
衛
殿
我
等

へ
被
申
候
間
、
右
之
段
又
左
衛
門
様

ヘ

申
上
候

ヘ
ハ
、
当
年
者
阿
蘭
陀
之
主
取
長
崎

へ
不
参
候
間
、
静

二
可
申
之
由
被
仰
候
条
、
右
之
段
吉
衛
殿
よ
り
琉
球

へ
可
申
越

之
由
被
申
候
間
、
来
春
右
之
首
尾
可
被
仰
遣
候
、
委
細
之
儀

ハ

与
那
原
可
被
申
上
候
事
。

こ
れ
は
、
琉
球
王
府
の
役
人
が
鹿
児
島
の

「琉
球
館
詰
役
衆
」
に

宛
て
た
書
簡
の

一
節
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
渡
航
時
の

「海
上
用

心
」
の
た
め
、
前
々
か
ら
携
行
し
て
い
た

「阿
蘭
陀
旗
」
の
再
給
付

を
申
請
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
具
体
的
手
続
と
し
て
、

発

摩
藩
を
通
じ
て

「阿
蘭
陀
之
主
取
」
、
す
な
わ
ち
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長

に
旗
の
給
付
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
年
は
商
館
長
が

未
だ
長
崎

へ
着
任
し
て
い
な
い
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
旗
の
給
付
交
渉
の

首
尾
に
つ
い
て
は
翌
年
春
に
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
と
述

べ
て
い

る
。
こ
う
し
た
事
例
は
、
先
述
し
た

一
六
三
六
年
の
ケ
ー
ス
と
も
共

通
す
る
。
つ
ま
り
、
琉
球
の
進
貢
船
に
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
旗
の
給
付

は
、
す
で
に

一
七
世
紀
初
め
頃
か
ら
慣
例
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と

（８
）

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
近
世
後
期
の

「琉
球
貿
易
図
屏
風
」
に
描

か
れ
た
進
貢
船
に
も
、
オ
ラ
ン
ダ
風
の
三
色
旗
ら
し
い
旗
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。

〓
一　
海
賊
禁
止
令
と
幕
府
の
琉
球
船
に

対
す
る

「保
護
」
意
識

一
七
世
紀
中
葉
、
オ
ラ
ン
ダ
船
は
郎
氏
の
配
下
に
あ
る
中
国
船
を



敵
対
勢
力
と
み
な
し
、
海
上
で
攻
撃
す
る
ケ
ー
ス
が
多
発
し
た
が
、

中
国
船
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ク
型
の
琉
球
船
も
オ
ラ
ン
ダ
船
の
襲
撃
を
う

け
る
恐
れ
が
強
か
っ
た
。
こ
う
し
た
オ
ラ
ン
ダ
人
の
海
賊
行
為
を
防

ぐ
た
め
、
幕
府
は
公
権
力
を
発
動
し
た
。
す
な
わ
ち
、　
三
ハ
七
三

（寛
文

一
一こ

年
二
月

一
三
日
の
幕
府
法
令
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う

で
あ
る
。

阿
蘭
陀
、
琉
球
船
は
ハ
ン
仕
間
敷
旨
、
今
度
於
江
戸
初
候
被
仰

出
候
二
付
留
置
候
、
（中
略
）

附
、
琉
球
国
者
日
本
江
相
志
た
か
ふ
国

二
候
間
、
い
つ
か
た
に

て
見
合
候
と
も
、
彼
船
は
ハ
ん
仕
る
へ
か
ら
さ
る
事
、

オ
ラ
ン
ダ
船
の
琉
球
船
に
対
す
る
海
賊
行
為

（ば
は
ん
）
を
禁
じ

た
こ
の
法
令
は
、　
一
七
世
紀
に
お
け
る
海
賊
停
止
令
の
具
体
例
と
し

て
注
目
に
値
す
る
。

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
は
江
戸
参
府
の
際
、
将
軍

へ
の
拝
礼
を
す
ま

せ
、
江
戸
出
立
前
に
は
暇
乞
い
に
再
び
登
城
し
て
、
老
中
列
座
の
も

と
で
阿
蘭
陀
通
詞
を
介
し
て

「御
法
令
」
を
読
み
聞
か
さ
れ
る
慣
わ

し
が
あ

っ
た
。
『通
航

一
覧
』
に
よ
る
と
、
こ
の
法
令

「御
条
目
」

の
訓
示
は
万
治
二
年

（
三
ハ
五
九
）
に
始
ま
り
、
そ
れ
以
降
も
慣
例

化
し
た
。
そ
の
交
付
文
書
の
第
五
条
に
、
「琉
球
之
儀
は
日
本
御
手

下
之
儀

二
候
付
、
琉
球
船
奪
取
申
間
敷
候
事
」
と
明
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
長
崎
商
館
長
メ
イ
ラ
ン

（Ｏ
ｏ■日
”
〓

『
３
ｘ
〓
ｇ
】営
）

に
よ
れ
ば
、
長
崎
奉
行
と
の
謁
見
で
も
同
様
の
訓
令
書
が
日
本
語
と

オ
ラ
ン
ダ
語
で
朗
読
さ
れ
る
慣
例
が
あ

っ
た
。
そ
こ
で
も
や
は
り
同

様
に
、
「琉
球
人
は
日
本
臣
民
な
る
を
も
っ
て
、
そ
の
船
を
奪
う
べ

か
ら
ず
」
と
い
う
規
定
が
あ

っ
た
事
実
を
確
認
で
き
（初

。
こ
う
し
た

政
策
の
背
景
に
は
、
「琉
球
は
日
本
の
従
属
国
で
あ
る
」
と
自
認
す

る
幕
府
の
支
配
意
識
が
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
中
世
以
来
、
海
上
武
装
勢
力
で
あ
る
倭
寇
の
禁
圧
は

日
明
貿
易
の
勘
合
問
題
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
き
た
が
、
近
世
移
行

期
に
豊
臣
政
権
が
打
ち
出
し
た
海
上
で
の
掠
奪
行
為
の
禁
止

（海
賊

停
止
〈こ

は
、
「惣
無
事
令
」
と
い
う
全
国
的
政
策
の

一
環
と
し
て

新
た
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
海
賊
停
止
令
の
政
策
基
調
が

徳
川
幕
府
に
継
承
さ
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
も
訓
示
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
幕
府
は
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
グ
な
ど
外
国
勢
力

の
海
賊
行
為
を
厳
重
に
取
り
締
ま
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、

琉
球
船
に
対
す
る
掠
奪
も
海
賊
停
止
令
に
抵
触
す
る
違
法
行
為
と
み

な
し
、
江
戸
と
長
崎
で
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
面
前
に
お
い
て
幕
府
の

訓
令
を
読
み
聞
か
せ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
鄭
氏
配
下
の
中
国
船
が
琉
球
船
を
襲
撃
し
た
ケ
ー
ス
で

は
、
海
賊
の
正
体
を
長
崎
奉
行
が
究
明
し
、
賠
償
金
の
支
払
い
を
命



じ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
海
賊
停
止
令
を
犯
し
た
場
合
に
実
際
に
発

動
さ
れ
た
制
裁
措
置
で
あ
り
、
幕
府
法
が
生
き
た
法
令
と
し
て
機
能

し
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
法
の
背
後
に
幕
府
の
琉
球
に
対

す
る
保
護
意
識
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
幕
府
法
の
論
理
で
は
、

琉
球
国
が
日
本
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
琉
球
船
に

危
害
を
加
え
る
行
為
を
禁
止
す
る
と
い
う
ン
ト
リ
ツ
ク
に
な
っ
て
い

た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
に
幕
藩
制
国
家
の
琉
球
支
配
に
お
け
る

二
面
性
、
〈従
属
〉
と

〈保
護
〉
と
い
う
関
係
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
対
中
国
船
や
朝
鮮
船
に
も
共
通
す
る

一
面
が
あ

っ
た
こ
と

が
、
次
に
示
す

『長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
』

一
六
八
九
年
四
月
八

日
条
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
貿
易
を
行
な
う
中
国
の
ジ
ャ
ン
ク
を
海
上
で
掠

奪
し
た
り
、
損
害
を
与
え
た
り
し
な
い
こ
と
。
こ
れ
は
コ
ン
ア

（朝
鮮
）
の
ジ
ャ
ン
ク
お
よ
び
琉
球
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

っ

て
、
こ
れ
は
か
れ
ら
が
日
本
の
臣
下
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
幕
府
の
優
越
意
識
が
反
映
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
識
が
と
り
わ
け
鮮
明
な
か
た
ち
で

表
出
さ
れ
た
の
が
琉
球
で
あ

っ
た
。
「琉
球
国
は
日
本
に
従
う
国
だ

か
ら
、
そ
の
船
を
奪
い
取

っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
論
法
で
、
幕

府
が
オ
ラ
ン
ダ
人
に
海
賊
禁
止
令
を
訓
示
し
た
の
は
、
琉
球
を
日
本

の
被
護
下
に
置
く
と
い
う
統
治
意
識
と
い
わ
ば
表
裏

一
体
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
支
配
者
意
識
を
オ
ラ
ン
ダ
人
に
こ
と
さ
ら
に
誇
示
す
る

た
め
で
も
あ

っ
た
。

四
　
中
国
沿
岸
の
海
賊
と
琉
球
船

次
に
、
中
国
船
の
海
賊
活
動
が
、
琉
球
船
に
い
か
な
る
影
響
を
及

ぼ
し
た
の
か
、
い
く
つ
か
の
具
体
例
を
挙
げ
て
検
討
を
進
め
て
い
こ

＞「ノ。一
六
四
四
年
、
明
王
朝
の
滅
亡
に
よ
っ
て
治
安
は
大
い
に
乱
れ
、

そ
れ
に
と
も
な

っ
て
東
シ
ナ
海
域
で
も
不
穏
な
空
気
が
高
ま
り
、

「海
賊
」
が
し
き
り
に
出
没
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
海
上
武
装
勢
力

の
中
心
は
、
福
建
省
南
安
県
出
身
の
鄭
芝
龍

・
鄭
成
功
父
子
の
率
い

る

一
派
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
平
和
的
な
通
商
活
動
の
か
た
わ
ら
で
海

賊
行
為
を
お
こ
な
い
、
通
航
証

（割
符
）
の
発
行
と
ひ
き
か
え
に

一

種
の
通
航
税
を
取
り
た
て
る
な
ど
、
海
上
で
の
覇
権
を
ほ
し
い
ま
ま

に
し
た
。

清
朝
は
、
遷
界
令
を
発
し
て
鄭
氏
の
活
動
を
押
さ
え
込
も
う
と
し

た
が
、
海
上
交
易
の
主
導
権
を
握
る
鄭
氏
は
台
湾
を
拠
点
に
抵
抗
を

続
け
た
。　
三
全
ハ
一
年
五
月
に
は
国
姓
爺

（鄭
成
功
）
の
ジ
ャ
ン
ク

イ ′



船
団
約
二
〇
艘
が
オ
ラ
ン
ダ
艦
隊
と
大
規
模
な
武
力
衝
突
を
ひ
き
起

こ
し
た
。

翌
六
二
年
、
鄭
成
功
は
台
湾
を
攻
略
し
、
オ
ラ
ン
ダ
勢
力
を
追
い

出
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
は
台
湾
南
部
の
ゼ
ー
ラ
ン
デ
イ
ア
城
を
放
棄
し

た
の
ち
、
そ
の
奪
還
を
め
ざ
し
、　
三
全
全

一年
八
月
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア

か
ら
派
遣
し
た
艦
隊
を
福
建
沿
海
に
集
結
さ
せ
、
清
朝
と
手
を
組
ん

で
鄭
氏
を
攻
撃
し
よ
う
と
画
策
し
た
。

こ
う
し
た
緊
張
し
た
情
勢
下
で
、　
一
六
六
三

（康
熙
二
）
年
六

月
、
清
朝
の
冊
封
使
と
し
て
張
学
礼
の

一
行
が
琉
球
に
渡
海
し
た
。

そ
の
結
果
、
清
と
の
冊
封
関
係
が
成
立
し
た
こ
と
を
う
け
て
琉
球
は

正
式
に
朝
貢
船
を
福
州

へ
派
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

反
清
の
旗
を
掲
げ
る
鄭
氏
勢
力
に
と
っ
て
琉
球
船
は
敵
対
勢
力
に
属

す
る
攻
撃
目
標
の

一
つ
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
た
め
否
応
な
く
東
シ
ナ

海
上
に
お
け
る
明

。
清
抗
争
に
ま
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
事
態
と
な

っ

た
。東

シ
ナ
海
を
往
来
す
る
琉
球
船
の
乗
組
員
た
ち
に
と
っ
て
、
海
賊

の
た
び
重
な
る
襲
撃
は
、
ま
さ
に
命
が
け
の
試
練
と
な
っ
た
。
こ
う

し
た
厳
し
い
情
勢
に
対
し
、
琉
球
王
府
の
支
配
層
は
い
か
な
る
認
識

を
も
っ
て
臨
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
海
賊
対
策
に
苦
慮
し
た
羽
地

朝
秀

（向
象
賢
）
は
、　
一
六
六
二

（寛
文
二
・
康
熙
元
）
年
二
月
、
次

の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

日
上
之
覚

琉
球
之
儀
、
従
前
代
唐
江
往
来
商
売
仕
、
着
用
雑
具
等
二
至
迄

相
続
体
候
処
、
近
年
乱
国
二
被
成
、
国
姓
爺
致
海
賊
候
故
、
通

融
不
罷
成
、
万
事
不
自
由
二
罷
成
候
、
其
上
国
司
位
も
唐
よ
り

被
申
請
儀
候
、
又
八

。
九
年
前

二
撻
軽
江
使
共
遣
置
候
、
上
下

四
十
人
程
二
而
候
処
、
未
致
帰
帆
候
、
右
通
二
候
は
ゞ
捨
殺

ニ

罷
成
、
か
ハ
ゆ
き
儀
候
、
国
姓
爺
事

ハ
毎
年
日
本
江
船
遣
候
由

承
候
、
就
夫
此
方
よ
り
存
候
は
、
琉
球
船
唐

へ
参
候
刻
は
、
無

異
儀
指
通
候
様
二
国
姓
爺
方

へ
被
仰
談
候

ハ
ゞ
、
奉
背
御
意
間

敷
か
と
存
候
、
琉
球
も
撻
軽
方

へ
相
順
候
儀
非
本
意
候
得
共
、

無
是
非
仕
合
二
候
、
又
大
明
之
代
二
罷
成
候

ハ
ゞ
弥
以
如
前
々

可
致
朝
貢
な
ど
ゝ
御
座
候

ハ
ゞ
可
致
合
点
事
も
御
座
候
半
、
何

と
ぞ
通
融
罷
成
様
二
御
才
覚
偏
二
奉
願
候
、
右
之
旨
先
日
口
状
ニ

申
上
候

へ
ど
も
弥
無
失
念
様
二
と
存
如
此
候
、
以
上
。

寅

（寛
文
二
年
）
二
月
十
五
日
　
　
　
　
羽
地

す
な
わ
ち
、
「国
姓
爺
」
こ
と
鄭
氏
の
海
賊
活
動
に
よ
っ
て
琉
球

と
中
国
の
海
上
交
通
が
断
絶
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
状
況
が
よ
く

わ
か
る
。
そ
の
た
め
に

「
万
事
不
自
由
」
な
事
態
と
な
り
、
さ
ら
に

以
前
に
中
国

へ
渡
航
し
た
琉
球
使
節
ら
の
う
ち
約
四
〇
名
は
、
未
だ



帰
国
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
彼
ら
が

「捨
殺
」
に

な
っ
て
し
ま
う
、
と
不
安
な
心
情
を
羽
地
は
強
く
訴
え
た
の
で
あ

′一
。こ

の
よ
う
な
現
状
を
打
開
す
る
た
め
、
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
の
中

で
明

・
清
対
立
の
局
外
的
立
場
に
あ
る
日
本
を
介
し
て
、
琉
球
船
の

航
行
安
全
の
保
障
を
鄭
氏
に
求
め
る
べ
く
、
そ
の
交
渉
方
を
薩
摩
藩

（
‐６
）

に
依
頼
し
た
。

つ
ま
り
、
清
朝
の
冊
封
を
う
け
た
琉
球
は
、
親
明
派

の
鄭
氏
か
ら
す
れ
ば
、
敵
方
の
陣
営
に
属
す
る
と
み
な
さ
れ
た
。
そ

の
た
め
、
明

・
清
の
武
力
抗
争
の
は
ざ
ま
で
琉
球
は
、
板
挟
み
的
な

状
況
と
な

っ
て
苦
慮
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
長
崎
貿
易
を
通
じ

て
鄭
氏
と
太

い
パ
イ
プ
を
も

つ
幕
藩
制
国
家
を
介
し
て
、
琉
球
の

〈閉
塞
状
況
〉
を
な
ん
と
か
打
開
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

一
六
六
四

（寛
文
四
）
年
、
琉
球
渡
唐
役
人
た
ち
の
起
請
文
に
、

「於
唐
往
還
中
途
、
若
遇
賊
船
候
刻

ハ
、
船
中
人
数
以
相
談
随
分
働

可
申
候
、
少
も
臆
病
仕
間
敷
事
」
と
い
う
誓
約
文
言
が
加
え
ら
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
。
彼
ら
は
出
帆
前
に
鉄
砲
の
射
撃
訓
練
を
行
な
い
、

海
賊
と
の
実
戦
に
備
え
た
。
海
賊
の
時
代
に
は
、
琉
球
船
も
自
衛
手

段
と
し
て
武
装
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
海
賊
と
の
交
戦

に
備
え
て
武
器
を
携
帯
し
、
危
険
な
東
シ
ナ
海
を
航
行
す
る
そ
の
姿

は
、
明
清
動
乱
と
い
う
荒
々
し
い
時
代
の
風
潮
を
反
映
し
て
い
る
。

台
湾
鄭
氏
と
清
朝
の
対
立
に
挟
ま
れ
、
さ
ら
に
は
オ
ラ
ン
ダ
船
を
加

え
た
三
勢
力
に
よ
る
海
上
抗
争
の
渦
中
に
、
琉
球
も
否
応
な
く
ま
き

こ
ま
れ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

一
六
七
〇

（寛
文

一
〇

・
康
熙
九
）
年

一
一
月
、
琉
球
進
貢
船

（小
唐
船
）
が
福
州

へ
向
か
う
途
中
、
福
建
省
海
塘
山
の
近
海
で
海

賊
に
襲
わ
れ
、
積
荷
を
奪
い
取
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。

乗
組
員
の
大
半
が
殺
害
さ
れ
、
生
き
残

っ
た

一
部
の
者
も
連
れ
去
ら

れ
、
消
息
不
明
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

一
六
七
三

（寛
文

一

三
・
康
熙

一
一
こ

年
二
月
に
は
、
福
州
の
五
虎
門
に
向
か
っ
た
琉
球

船
二
艘
が
浙
江
省
の
定
海
方
面
か
ら
や

っ
て
来
た
十
三
艘
の
海
賊
船

団
に
襲
わ
れ
た
。
そ
の
正
体
は
清
朝
に
反
旗
を
ひ
る
が
え
す
台
湾
の

鄭
氏

一
族
で
、
鄭
経
の
配
下
に
あ
る
海
賊
集
団
で
あ

っ
た
。
鄭
成
功

の
長
子
に
あ
た
る
鄭
経
は
、
別
名

「錦
舎
」
と
も
称
し
た
。
こ
の

「錦
舎
家
老
鄭
請
」
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る

一
味
が
、
琉
球
船
を
襲

っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
海
賊
事
件
を
知

っ
た
薩
摩
藩
の
家
老
衆
は
、
琉
球
船
乗
組
員

の
対
応
を
批
判
し
た
。
す
な
わ
ち
、
琉
球
王
府
の
高
官
、
羽
地
按
司

（向
象
賢
）
ら
に
あ
て
た
寛
文
十
二
年
九
月
二
十
五
日
付
書
簡
に
よ

れ
ば
、
海
賊
の

一
人
で
も

「人
質
」
に
捕
ら
え
て
置
け
ば
、
ど
こ
の

一
味
の
仕
業
な
の
か
判
明
し
た
で
あ
ろ
う
に
、
そ
れ
を
わ
き
ま
え
ず



福
州

へ
逃
れ
た
こ
と
は

「臆
病
至
極
」
か
つ

「不
忠
之
至
」
だ
と
、

怒
り
の
色
を
露
わ
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
進
貢
船
の
監
督
的

立
場
に
あ

っ
た
正
議
大
夫
の
大
宜
味
親
雲
上

（察
国
器
）
を
遠
島
流

刑
と
し
、
そ
の
他
の
関
係
者
も
琉
球
で
詮
議
し
た
の
ち
罪
科
に
処
す

る
と
い
う
厳
し
い
措
置
を
下
し
た
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
事
件
が
薩
摩
藩
か
ら
長
崎
奉
行
所

に
報
じ
ら
れ
、
奉
行
所
で
は
琉
球
船
を
襲

っ
た

「海
賊
」
の

一
味
を

処
罰
す
る
意
志
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
藩
は
、
海
賊
の
さ
ら
な
る

襲
撃
に
備
え
て
入
念
に
対
応
策
を
協
議
す
べ
き
旨
、
琉
球
の

「渡
唐

之
衆
」
に
命
じ
て
い
る
。

一
、
去
々
年

（寛
文
十
）、
琉
渡
唐
船
遇
海
賊
候
儀
、
長
崎
御
奉

行
衆

へ
具
二
被
仰
達
候
虎
二
被
聞
召
置
候
、
多
分
錦
舎
方
之
海

賊

二
而
可
有
之
と
之
物
音
二
候
、
弥
錦
舎
方
之
賊

二
相
究
候

者
、
御
仕
置
も
可
有
之
と
弥
重
二
存
候
事
、

一
、
右
之
海
賊
去
々
年
利
を
得
候
之
間
、
営
冬
之
進
貢
船
を
押
取

可
申
と
心
懸
待
居
候
半
と
気
遣
二
候
、
尤
於
琉
球
専
相
談
可
被

仕
儀
二
候
得
共
、
弥
以
入
念
賊
船
取
掛
候
刻
之
應
答
様
具

二
被

致
詮
議
、
渡
唐
之
衆

へ
惟
二
可
被
申
付
事
、
（下
略
）

薩
摩
藩
の
依
頼
を
う
け
た
長
崎
奉
行
所
で
は
、
お
そ
ら
く

「錦
舎

方
之
海
賊
」
が
犯
人
と
み
て
、
台
湾
の
東
寧
船
を
取
調

べ
た
と
こ

ろ
、
海
賊
の

一
味
と
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
長
崎
奉
行
は
東
寧
船
に

賠
償
金
と
し
て
銀
三
百
貫
目
の
支
払
い
を
命
じ
、
薩
摩
藩
を
介
し
て

琉
球
王
府
に
渡
す
こ
と
に
し
た
。　
〓
ハ
七
三

（延
宝
元
）
年
、
琉
球

王
府
は

一
件
落
着
の
御
礼
使
者
と
し
て
、
平
良
親
方
を
薩
摩
に
派
遣

（２３
）

し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
海
賊
事
件
は
世
間
の
人
々
の
評
判
に
な

っ
た
ら

し
く
、
長
崎
町
人

（浦
五
島
町
在
住
）
か
ら
熊
本
の
宇
土
細
川
藩
家

老
あ
て
の
延
宝
元
年
六
月
の
書
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
「
た
い
わ
ん
舟
、
当
年
萱
さ
う
も
不
参
候
、
去
年
、
り
う
き
う

（琉
球
）
人
取
申
候
、
そ
れ
に
付
、
し
ま
つ

（島
津
）
殿

へ
銀
子
三

百
貫
目
御
取
被
遣
候
、
り
う
き
う
人
六
人
た
い
わ
ん
二
の
こ
り
い

（残
り
居
）
申
候
を
、
当
年
日
本

へ
つ
れ
参
候

へ
と
被
仰
付
候

へ

共
、
未
参
候
、
此
六
人

ハ
せ
い
は
い

（成
敗
）
仕
候
様

二
申
候
事
」

と
い
う
記
事
が
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
台
湾
船
に
よ
っ
て
連
れ
去
ら

れ
た
琉
球
人
を
日
本

へ
連
れ
て
く
る
よ
う
に
申
し
渡
し
た
が
、
未
だ

に
到
着
し
て
い
な
い
。
六
名
の
琉
球
人
は
殺
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ

２つ
。幕

府
の
海
賊
禁
止
令
は
日
本
近
海
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
人
に
は
有

効
性
を
発
揮
し
た
が
、
中
国
人
の
海
賊
行
為
を
完
全
に
封
じ
込
め
る

こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
実
際
、
中
国
沿
岸
に
お
け
る
琉
球
船
の
被

イイ



害
は
そ
の
後
も
た
び
た
び
発
生
し
て
お
り
、
日
本
の
海
賊
停
止
令

は
、
い
わ
ば

「御
題
目
」
の
空
文
に
等
し
か
っ
た
。

そ
こ
で
琉
球
船
の
乗
組
員
た
ち
は
自
ら
の
生
命
を
守
る
た
め
、
船

に
武
器
を
積
み
込
ん
で
海
賊
の
襲
撃
に
備
え
た
。
『通
航

一
覧
』
に

も
、
「進
貢
船
は
矢
倉
を
揚
け
、
狭
間
を
明
け
砲
を
置
、
弓
鉄
砲
等

を
備
ふ
、
是
海
賊
の
用
心
な
り
」
と
あ
る
。

一
六
七
二

（寛
文

一
二
・
康
熙

一
こ

年
間
六
月
八
日
、
羽
地
按

司

（向
象
賢
）
お
よ
び
三
司
官
か
ら
薩
摩
の
桂
杢
之
助
あ
て
の
連
署

覚
に
よ
れ
ば
、
「去
々
年

（寛
文

一
〇
）、
渡
唐
之
小
唐
船
が
持
参
し

た
石
火
矢
二
丁

・
鉄
砲
二
十
丁
は
、
賊
船
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

今
秋
に
派
遣
予
定
の
小
唐
船
用
と
し
て
鉄
砲
を
提
供
し
て
ほ
し
い
」

（２６
）

と
要
請
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
石
火
矢

。
鉄
砲
な
ど
の
火
器
は
、
薩

摩
藩
か
ら
琉
球
王
府
に
提
供
さ
れ
、
船
が
帰
帆
後
た
だ
ち
に
返
却

し
、
在
番
奉
行
所
の
厳
重
な
管
理
下
に
お
か
れ
た
。

そ
の
後
も
琉
球
船
の
海
賊
被
害
が
た
び
た
び
発
生
し
て
い
る
。　
一

六
七
三

（延
宝
元
）
年
春
に
出
帆
し
た
進
貢
船
は
、
二
月

一
八
日
未

明
、
福
州
沖
で
賊
船

一
三
艘
に
取
り
囲
ま
れ
た
。
賊
船
は
い
っ
せ
い

に
鉦
や
太
鼓
を
打
鳴
ら
し
、
関
の
声
を
あ
げ
な
が
ら
弓
矢
や
鉄
砲
を

さ
か
ん
に
射
か
け
て
き
た
。
そ
の
攻
撃
を
か
わ
し
な
が
ら
琉
球
船
は

よ
う
や
く
五
虎
間
近
海
に
難
を
の
が
れ
た
が
、
死
者
五
名
、
負
傷
者

二
十
四
名
を
出
し
た
。
乗
組
員
中
の
都
通
事
の
古
波
蔵
親
雲
上

（程

泰
許
）
も
重
傷
を
負
い
、
福
州
で
手
当
を
う
け
た
が
、
の
ち
に
蘇
州

滞
在
中
に
病
死
し
た
。
そ
の
子
息
が
の
ち
に
有
名
な
鄭
順
則
で
あ

る
。
彼
自
身
、
そ
の
生
涯
を
つ
う
じ
て
何
度
も
中
国

へ
渡
り
、
福
州

―
北
京
往
還
の
途
次
、
蘇
州
に
立
ち
寄
る
際
は
父
の
墓
前
に
香
華
を

供
え
た
。

中
国
沿
岸
に
出
没
す
る
武
装
勢
力
の
動
き
に
対
し
、
琉
球
王
府
の

支
配
層
は
い
か
な
る
自
衛
手
段
を
講
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後

に
、
こ
の
問
題
に
ふ
れ
て
小
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

十
八
世
紀
の
政
治
家
察
温
は
、
「賊
船
」
に
備
え
て
渡
唐
役
人
た

ち
が
日
常
的
に
武
芸
訓
練
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

「琉
球
国
は
き
わ
め
て
平
和
で
、
武
道
の
必
要
は
絶
え
て
無
い
。

し
か
し
、
毎
年
中
国

へ
渡
航
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
海
賊
に

遭

っ
た
と
き
は
、
槍

。
長
刀

・
弓

・
鉄
砲
な
ど
で
応
戦
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
考
え
る
に
、
琉
球
役
人
は
誰
で
も
槍

。
長
刀

・

弓
を
日
頃
か
ら
た
し
な
む
こ
と
は
、
奉
公
の
義
務
で
あ
ろ
う
。
差
し

支
え
な
け
れ
ば
、
鉄
砲
ま
で
も
日
頃
か
ら
訓
練
を
命
じ
て
い
た
だ
き

た
い
。
渡
唐
の
衆
は
毎
年
、
潮
の
崎
で
三
日
間
の
鉄
砲
稽
古
を
仰
せ

つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
程
度
の
訓
練
で
は
ま
ず
役
に
立
つ
ま
い



と
思
う
」
と
。

す
な
わ
ち
、
海
賊
船
と
の
戦
い
を
想
定
し
た
自
衛
的
な
武
装
強
化

論
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
薩
摩
藩
法
等
に
も
明
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
琉
球
人
に
よ
る
武
器
の
携
帯
移
動
に
は
原
則
と
し

て
藩
の
承
認
が
必
要
で
あ

っ
た
。
琉
球
人
が
所
持
す
る
刀
や
脇
差
を

鹿
児
島

へ
持
ち
登
る
際
、
武
具
の
寸
法
や
銘
を
申
し
出
て
在
番
奉
行

の
証
文
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
鹿
児
島
の
琉
球
方
取
次
役
人
に
提
出

す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
帰
帆
の
際
は
役
人
の
裏
書
き
に
よ
る
チ
ェ
ッ

ク
を
済
ま
せ
た
う
え
で
武
具
を
持
ち
帰
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い

た
。
鉄
砲
の
取
り
扱
い
に
薩
摩
藩
が
と
く
に
神
経
を
と
が
ら
せ
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
渡
唐
役
人
ら
は
海
賊
対
策
用
の
鉄
砲
や
石

火
矢
な
ど
の
携
帯
を
認
め
ら
れ
た
が
、
帰
国
後
は
必
ず
在
番
奉
行
所

に
返
却
さ
せ
る
武
器
管
理
の
体
制
を
堅
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（１
）

藤
木
久
志

『豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』
（東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
五
年
）。
こ
の
法
令
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
三
鬼
清

一
郎

「海
賊
禁
止
令
を
め
ぐ
っ
て
」
翁
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集

史
学
４２
』

一
九
九
六
年
）
参
照
。

（２
）

∪
ご
●
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・
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Ｆ
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ヽ
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∽

０
「
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ミ
”

∽
Ｏ
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↓
Щ

６
い
Ｒ
ν
ｏ一
　
〇
９
ハ
∽
Ч
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い
ヽ
つ
０
１
‐
』
∞
』
０
）
の
一”
づ
喘〇
『Ｏ
Ｃ
●
いく
ｏ
【∽
〓
く

聟
ｏ
∽′

３
鶴
・
”
ｏ
ｇ
ユ

｝

＞
●
”９
て

（安
楽
博
）
「罪
犯
或
受
害

者

¨
試
析

一
七
九
五
年
至

一
八

一
〇
年
広
東
省
海
盗
集
圏
之
成
因

及
其
成
員
之
社
会
背
景
」
翁
中
国
海
洋
発
展
史
論
文
集
』
第
七

輯
、
台
北

。
中
央
研
究
院
人
文
社
会
科
学
研
究
所
、　
一
九
九
九
）。

張
中
訓

「清
嘉
慶
年
間
間
浙
海
盗
組
織
研
究
」
∩
中
国
海
洋
発
展

史
論
文
集
』
第
二
輯
、
台
北

。
中
央
研
究
院
三
民
主
義
研
究
所
、

一
九
八
六
）
。
彦
風
徳

「海
盗
与
海
難

¨
清
代
間
台
交
通
初
探
」

禽
中
国
海
洋
発
展
史
論
文
集
』
第
三
輯
、　
一
九
八
八
）
な
ど
。

ま
た
、
東
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
海
賊
の
歴
史
的
動
向
を
詳
し
く

解
説
し
た
通
史
的
著
作
と
し
て
、
田
中
健
夫

『倭
寇
―
―
海
の
歴

史
』
（教
育
社
、　
一
九
八
二
年
）、
松
浦
章

『中
国
の
海
賊
』
（東

方
書
店
、　
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。
な
お
、
二
〇
世
紀
末
の
現
在

で
も

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
な
ど
に
海
賊
が
出
没
す
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る

（『朝
日
新
聞
』

一
九
九
九

・
七

・
三

・
『Ｚ
ｏ
ｌ
，

∽１
８
澪
日
本
版
』

一
九
九
九

・
七

・
七
）。

（３
）

加
藤
栄

一
「連
合
東
イ
ン
ド
会
社
の
戦
略
拠
点
と
し
て
の
平
戸

商
館
」
（田
中
健
夫
編

『日
本
前
近
代
の
国
家
と
対
外
関
係
』
、
吉

川
弘
文
館
、　
一
九
八
九
年
）。
な
お
、
平
戸
商
館
の
貿
易
活
動
と

琉
球
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ

商
館
の
貿
易
活
動
と
琉
球

。
薩
摩
」
（九
州
大
学
文
学
部

『史
淵
』

一
二
五
輯
、　
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

（４
）

永
積
洋
子
訳

『平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
日
記
』
第
二
輯

（岩
波

書
店
）
三
八
九
～
二
九
〇
頁
。

（５
）

岩
生
成

一
『新
版

朱
印
船
貿
易
史
の
研
究
』
釜
口
川
弘
文
館
、

一
九
八
五
年
）

一
〇
〇
頁
。

（６
）

「内
務
省
文
書
」
第
二
五
号

（『東
恩
納
寛
惇
全
集
』
第
二
巻
、

第

一
書
房
、　
一
九
七
八
年
、
八
二
頁
）
。
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当
時
の
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
は
、
ダ

ニ
エ
ル
・
シ
ッ
ク
ス

０
”
●
【ｏ
】

り
し
。
在
任
期
間

一
六
六
六
年

一
〇
月

一
八
日
～

一

六
六
七
年

一
一
月
六
日
。

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
所
蔵

「琉
球
貿
易
図
屏
風
」
。

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵

「長
崎
御
役
所
留
」、
『通
航

一

覧
』
巻
二
百
四
十
三
。

大
英
図
書
館
所
蔵
ケ
ン
ペ
ル
収
集
資
料

（＞
０
９
〓
∽
３
８
♂
｝

Ｈ）。メ
イ
ラ
ン

「日
本
」
亀
長
崎
県
史
』
史
料
編

。
第
二
、
三
七
四

頁
）
。

藤
本
久
志

『豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』
（東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
五
年
）
第
四
章
。

真
栄
平
房
昭

「明
清
動
乱
期
に
お
け
る
琉
球
貿
易
の
一
考
察
」

翁
九
州
史
学
』
第
八
〇
号
、　
一
九
八
四
年
）。

『
バ
タ
ヴ
ィ
ア
城
日
誌

３
』
（平
凡
社
東
洋
文
庫
）
二
五
〇

頁
。『沖

縄
県
史
料
　
一則
近
代
１
　
首
里
王
府
仕
置
』
五
七
頁
。

前
掲
注

（１３
）
論
文
を
参
照
。

「
内
務
省
文
書
」
と
そ
の
紹
介
」
（沖
縄
県
立
図
書
館

『史
料
編

集
室
紀
要
』

一
二
号
、
七
三
頁
）。

『華
夷
変
態
』
巻
二
。

『鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
追
録

一
』
一
四
五

一
号
。

『察
氏
家
譜
』。

『鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
追
録

一
』
一
四
五
二
号
。

『鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
追
録

一
』
一
四
七
六
号
。

（２３
）

『大
和
江
御
使
者
記
』
お
よ
び

『曹
姓
家
譜
』
四
世
慶
隆
。

（２４
）

九
州
大
学

。
九
州
文
化
史
研
究
施
設
所
蔵

「宇
土
細
川
家
文

書
」
。

（２５
）

『通
航

一
覧
』
巻
二
十

一
。

（２６
）

『鹿
児
島
県
史
料
　
旧
記
雑
録
追
録

一
』

一
四
三
二
号
。

（２７
）

『華
夷
変
態
』
巻
二
。

（２８
）

『程
氏
家
譜
』
六
世
程
泰
詐
。

（２９
）

察
温

「独
物
語
」
（崎
浜
秀
明
編

『察
温
全
集
』
、
本
邦
書
籍
、

一
九
八
四
年
、
八
四
頁
）
。

（３０
）

真
栄
平
房
昭

「在
番
制
の
成
立
」
翁
新

琉
球
史
　
近
世
編

上
』
、
琉
球
新
報
社
、　
一
九
八
九
年
、　
一
一
七
～

一
一
八
頁
）。

（ま
え
ひ
ら
　
ふヽ
さ
あ
き
。
神
戸
女
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）




